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救援センター（小・中学校）の鍵解錠に関する覚書の締結について 

１ 概要 

・「救援センター開設標準マニュアル（令和２年３月版）」では、「区職員又は施設管

理者が不在、かつ緊急の場合は、地域防災組織で区が指定した方が開錠を行いま

す。」と示しているが、過去に地域防災組織の指定をおこなっていない。 

・地域防災組織から、学校門扉の鍵（電子錠番号）を共有したい旨の要望を受けて

いる。 

⇒町会と救援センター鍵番号を共有し、発災時に職員の参集を待たず、救援センタ

ーの開設・運営を進められる体制を目指す。 

◆ 上記の理由から、区・教育委員会・町会連合会の３者で、救援センター（小・中

学校）の鍵解錠に関する覚書を締結し、町会と救援センター鍵番号の共有化を図

る。 

２ 経過 

【令和 2年度】 

◆ 令和３年1月26日（火）教育委員会第1回臨時会にて事業説明。 

⇒令和３年度に「千登世橋中」、「駒込中」をモデル校として鍵共有試行。 

【令和３年度】 

◆ モデル校２校（７町会）へ事業説明及び実地訓練実施。 

◆ 上記結果を受けて、次の手順にて本事業を進めることとした。 

 「救援センター解錠手段の多重化事業の手引き（各種様式含む）」及び「覚書」

の案文を作成。 

 町会連合会・防災検討部会を通じて、全町会に鍵番号共有の協力を依頼。 

 校長会を通じて、全校に鍵番号共有の承諾をいただく。 
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 区・教育委員会・町会連合会の３者で覚書を締結。 

 協力の意思がある町会の役員に対し、解錠方法の実地訓練実施。 

 実地訓練を修了した町会から、「救援センターの鍵の保管場所届出書（仮称）」

を受領後、鍵番号を記載した文書を交付。 

【令和４年度】 

◆ 令和５年１月２０日（金）防災検討部会にて事業説明及び進捗報告。 

   ⇒ 正副会長会（令和５年３月２３日）での決定により本決定とする。 

◆ 令和５年１月２４日（火）教育委員会第１回臨時会にて進捗報告。 

◆ 令和５年２月１6日（木）校長・園長会にて事業説明及び進捗報告。 

３ 今後の予定 

【令和 4年度】 

◆ 令和５年３月１４日（火）教育委員会定例会にて事業説明及び進捗報告。 

◆ 令和５年３月２３日（木）町会連合会正副会長会にて事業説明及び進捗報告。

◆ 令和５年３月末 区・教育委員会・町会連合会の３者で覚書を締結。 

【令和５年度】 

◆ 令和５年５月～ 全町会へ鍵共有の意向確認（区政連絡会に議題提出）。 

◆ 令和５年７月～9月 鍵共有の協力意思があった町会へ救援センター鍵解錠に

ついての訓練を実施。 

◆ 令和 5 年１０月 協力意思があった町会へ救援センター鍵番号の共有を開始。

４ 添付資料 

 別紙 救援センター（小・中学校）の鍵解錠に関する覚書（案） 

 別添え１ 担当救援センター資料 

 別添え２ 鍵共有スケジュール（案） 

問合せ先 

防災危機管理課防災事業グループ 

伊藤 加藤 
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救援センター（小・中学校）の鍵解錠に関する覚書 

豊島区（以下「甲」という。）、豊島区町会連合会（以下「乙」という。）、

及び豊島区教育委員会（以下「丙」という。）は、甲が避難所として指定する丙

の管理する小・中学校（以下「救援センター」という。）の門扉及び建物の鍵の

解錠に関する事項について、次のとおり覚書を締結する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、町会による救援センターの解錠について必要な事項を定

め、区と町会による救援センター解錠の多重化を図ることで、災害時におけ

る救援センターの避難運営の初動活動を円滑に行うとともに、避難を必要と

する地域住民に対する安全を確保することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 解錠町会 震災等により救援センターを開設することとなった場合に、

当該救援センターの鍵を解錠することができる町会をいう。 

 担当救援センター 豊島区地域防災計画資料編Ⅱ（震災対策編）、第２部

（災害応急対策計画）、２－３１（救援センター／区立小学校等一覧）の表

により、各町会が割り当てられた救援センターをいう。 

 番号カード 救援センターを解錠するための鍵を保管しているキーボッ

クスの暗証番号を記載したカードをいう。 

（解錠町会の指定等） 

第３条 甲は、乙に所属する各町会に対し、担当救援センターの鍵の解錠につ

いて協力を要請する 

 ２ 甲は、前項の要請に承諾した町会を解錠町会に指定する。 

 ３ 甲は、別表（解錠町会名簿）を作成し、解錠町会の状況について把握する

ものとする。 

（番号カードの貸与等） 

第４条 解錠町会は番号カードの貸与にあたり、当該カードの保管場所及び管

理責任者を指定するとともに、甲に、別記第１号様式（救援センターキーボッ

クス番号カード保管場所等届出書）を届け出る。 

２ 甲は、前項の届出に基づき、解錠町会に担当救援センターの番号カードを

貸与する。 

 （解錠町会による解錠） 

第５条 解錠町会は、次の各号のいずれかの場合に限り、番号カードを使用し

て鍵を解錠するものとする。 

 豊島区内で震度５強以上の地震が発生した場合。 

 水害等が予想され、豊島区災害対策本部からの要請があった場合。 
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 その他、甲からの要請があった場合。 

（番号カードの管理等） 

第６条 番号カードの管理等については、次の各号のとおりとする。 

 解錠町会は、第４条に基づく届出により指定した保管場所及び管理責任

者により、貸与された番号カードを適正に保管及び管理をしなければなら

ない。 

 解錠町会は、貸与された番号カードを複製してはならない。 

 解錠町会は、番号カードの管理の状況その他鍵に関する事情について、甲

又は丙から報告を求められたときは、これに応じなければならない。 

 解錠町会は、保管する番号カードに汚損・破損があった場合は速やかに甲

に報告するものとする。 

 甲は、解錠町会による番号カードの管理状況について、定期的に確認を実

施する。 

 甲は、第４号の報告があった場合もしくは前号の確認の結果番号カード

の汚損・破損を確認した場合は、速やかに新しい番号カードを作成し取り換

えるものとする。 

（解錠町会の協力業務） 

第７条 解錠町会は、第５条各号に該当する場合に救援センターの解錠を行う

ほか、次の各号の業務を、身の安全を確保しながら行うものとする。 

なお、この場合において、甲又は丙から指示がある場合には、解錠町会はこ

れに従わなければならない。 

 救援センター施設の安全点検 

 避難者に対する救援センター内の誘導 

 甲及び丙との連絡調整 

（担当救援センターとの連携） 

第８条 解錠町会は、この覚書に基づく救援センター運営業務の円滑な実施の

ため、定期的に実施する訓練に参加するなど、担当救援センターの施設職員

及び甲が担当救援センター業務に指定する職員との連携に努めるものとする。 

（解錠町会の辞退） 

第９条 解錠町会は、解錠町会の指定を辞退しようとするときは、甲に別記第

２号様式（解錠町会指定解除届出書）を提出するとともに、番号カードを返還

する。 

 ２ 甲は前項の様式及び番号カードを受理した場合、速やかに解錠町会の指

定を解除する。 

３ 解錠町会は、甲に番号カードを返還するまでは、解錠町会として番号カー

ドの管理その他本覚書に基づく業務を行わなければならない。 

（鍵番号の変更等） 

第１０条 丙は次の各号のいずれかに該当する場合、担当救援センターの鍵番

号の変更を行う。 
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 災害等に伴い救援センターが開設された場合 

 その他、丙が必要と認めた場合 

２ 丙は、前項に基づき鍵番号を変更しようとするときは、あらかじめ甲に連

絡しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りで

はない。なお、この場合、丙は鍵番号の変更後すみやかに甲に連絡するもの

とする。 

３ 甲は、鍵番号の連絡を受けた際は、ただちに新しい鍵番号を示した番号カ

ードを作成し、解錠町会の保管する番号カードと取り換える。 

（損害賠償） 

第１１条 解錠町会は、この覚書に基づく業務に関し、解錠町会の故意又は重

大な過失により甲又は第三者に損害を与えた場合には、これを賠償するもの

とする。 

２ 前項の場合に、甲又は丙が第三者から請求を受け、もしくは甲又は丙と第

三者との間で紛争があった場合には、解錠町会は、甲又は丙との間で誠意を

もって協議を行うとともに、解錠町会の費用負担でこれらに対処するものと

する。この場合、甲又は丙が第三者に対し損害を賠償したとき又は費用負担

をしたときは、解錠町会は甲又は丙に対して当該損害又は費用相当額を支払

わなければならない。 

３ 第１項の場合を除き、この覚書に基づく業務に関し、解錠町会が第三者に

損害を与えた場合、甲がその賠償の責を負うものとする。 

（秘密の保持） 

第１２条 解錠町会及び丙は、この覚書による業務において知り得た個人情報

その他の内容を第三者に漏らし、又は公表してはならない。また、この覚書の

効力が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

２ 前項に規定するもののほか、解錠町会及び丙は、この覚書による業務の処

理に伴う個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年第５７号）を遵守しなければならない。 

（番号カードの返還） 

第１３条 解錠町会が番号カードを適切に管理しない等この覚書に定める義務

を怠っていると判断される場合、甲は当該解錠町会に鍵の返還を求めること

ができる。 

（その他） 

第１４条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に関し疑義が生じた事項に

ついては、必要に応じ甲乙丙が協議して定めるものとする。 

この覚書の締結を証するため、本書３通作成し、甲乙丙記入押印のうえ、各

一通を所持する。 
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令和 年  月  日 

甲 豊島区 

 豊島区長 

乙 豊島区町会連合会 

 会 長 

丙 豊島区教育委員会 

 教 育 長 
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別記様式（第４条第２項関係）

年  月  日

豊 島 区 長  殿

町会名：            

代表者名：            

電話番号：   －    －   

救援センターキーボックス番号カード保管場所等届出書

標記について、救援センターキーボックス番号カードの保管場所及び管理責任

者を下記のとおり指定しましたので届け出ます。

記

キーボックス番号カード

旧保管場所

〒       

豊島区        丁目     番     号

（              ）内

※公園名・児童遊園名・その他目標物がわかるよう記入してください。

管理責任者名

キーボックス番号カード

新保管場所

〒       

豊島区        丁目     番     号

（              ）内

※公園名・児童遊園名・その他目標物がわかるよう記入してください。

管理責任者名

（注）区が本届出書を受領後、各町会に対しキーボックス番号カードを交付します。
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別記第２号様式（第９条第１項関係）

年  月  日

豊 島 区 長  殿

町会名：            

代表者名：            

電話番号：   －    －   

解錠町会指定解除届出書

標記について、解錠町会の指定を解除したいので下記のとおり届け出ます。

記

キーボックス番号カード

保管場所

〒     

豊島区        丁目     番     号

（              ）内

管理責任者名

指定解除の理由

チェック  番号カード受領   

担当者名

【区記入欄】



別表

管理番号 解錠町会 番号カード管理責任者 担当救援センター 地　区 指定日 指定解除日

9

解錠町会一覧



別添え１（ 豊島区地域防災計画資料編Ⅱ、第２部）

10 
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別添え２
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【鍵共有スケジュール（案）】

年月 豊  島  区 町   会

1月

～

2月

3月

4月
～

5月

6月

8月

10月

覚 書 締 結 （年度内目標）

教育委員会へ説明 

校長連絡会説明 

（1/26） 

校長会説明（2/16） 

教育委員会事務連絡会

（1/24） 

区政連絡会説明 

各町会へ鍵共有ヒアリング 

鍵共有について協力いただける町会へ 

鍵共有の訓練実施 

鍵 共 有 の 運 用 開 始 

教育委員会定例会説明（3/14） 

防災検討部会説明（1/20） 

正副会長会説明（3/23） 


